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第12章  産業廃棄物  

 

１  概  略  

産 業 廃 棄 物 と は 、 事 業 活 動 に 伴 っ て 排 出 さ れ る 廃 棄 物 の う ち 「 廃 棄 物 の 処 理 及 び

清 掃 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い う 。 ） 」 で 定 め ら れ た ２ ０ 種 類 の 廃

棄 物 と 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の こ と を い い 、 そ の 処 理 責 任 は 排 出 す る 事 業 者 に あ る 。  

近 年 、 経 済 成 長 や 国 民 生 活 の 向 上 に 伴 い 、 大 量 の 産 業 廃 棄 物 が 排 出 さ れ 、 環 境 省

の 調 査 に よ る と 、 こ こ 数 年 の 全 国 の 産 業 廃 棄 物 の 総 排 出 量 は 年 間 約 ３ 億 ８ ， ６ ０ ０

万 ト ン と な っ て い る 。  

一 方 、 こ れ ら の 産 業 廃 棄 物 を 適 正 に 処 理 す る た め に 必 要 不 可 欠 な 最 終 処 分 場 の 残

余 容 量 は 逼 迫 し て お り 、 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う 新 た な 施 設 が 求 め ら れ て い る が 、 廃 棄

物 処 理 問 題 に 対 す る 住 民 の 不 安 や 不 信 感 か ら 設 置 を 反 対 す る ケ ー ス も 多 く 見 受 け ら

れ 、 設 置 許 可 に 対 す る 規 制 も 強 化 さ れ て い る こ と か ら 、 新 た な 施 設 の 確 保 が 非 常 に

困 難 と な っ て い る 。  

ま た 、 産 業 廃 棄 物 の 不 法 投 棄 や そ れ ら に よ る 環 境 汚 染 の 危 惧 、 景 観 に 対 す る 住 民

意 識 の 高 ま り 等 、廃 棄 物 を 巡 る 問 題 は 多 様 化 、複 雑 化 し て き て お り 、行 政 と し て 様 々

な 観 点 か ら の 対 応 を 望 ま れ て い る 状 況 に あ る 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 平 成 ２ ３ 年 度 に は 廃 棄 物 の 減 量 化 ・ 再 生 利 用 を 推 進 す る

と と も に 、 廃 棄 物 処 理 施 設 の 信 頼 性 ・ 安 全 性 の 向 上 や 不 法 投 棄 対 策 等 の 総 合 的 な 対

策 を 講 じ 、廃 棄 物 の 適 正 処 理 を 推 進 す る た め 、廃 棄 物 処 理 法 の 改 正 が 行 わ れ て い る 。  

ま た 、 国 は 、 「 家 電 リ サ イ ク ル 法 」 、 「 建 設 リ サ イ ク ル 法 」 、 「 自 動 車 リ サ イ ク

ル 法 」 な ど の 制 定 や 、 広 域 的 な リ サ イ ク ル 等 促 進 の た め の 環 境 大 臣 の 認 定 に よ る 特

例 を 設 け る な ど 廃 棄 物 の 種 類 に 応 じ た 新 し い 観 点 か ら の 法 律 の 制 定 等 を 次 々 と 行 っ

て お り 、 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 問 題 を 取 り 巻 く 環 境 は ま す ま す 変 化 し て い る 。  

従 来 の 「 埋 め 立 て 」 ・ 「 焼 却 」 と い っ た 処 理 方 法 か ら 資 源 化 し て 再 利 用 す る こ と

を 義 務 付 け る 「 リ サ イ ク ル 処 理 」 へ 確 実 に 移 行 し て い る 。  

本 市 に お い て も 、 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 問 題 は 社 会 的 な 関 心 が 非 常 に 高 く 、 行 政 の

監 視 体 制 の 強 化 や 指 導 の 徹 底 等 が 求 め ら れ て い る 。  

本 市 は 、 廃 棄 物 処 理 法 施 行 以 来 、 保 健 所 設 置 政 令 市 と し て 産 業 廃 棄 物 の 適 正 処 理

を 推 進 す べ く 廃 棄 物 処 理 業 者 に 対 す る 指 導 ・ 監 督 、 排 出 事 業 者 に 対 す る 啓 発 等 を 行

っ て い る が 、 こ れ ら 法 の 趣 旨 を 遵 守 し な が ら 、 住 民 生 活 環 境 の 保 全 を 図 り 、 循 環 型

社 会 形 成 を 実 現 す る た め 、 今 後 も 積 極 的 な 廃 棄 物 行 政 を 推 進 し て い く こ と と す る 。  

廃 棄 物 の 適 正 処 理 の た め に は 、 廃 棄 物 処 理 業 者 は も と よ り 、 排 出 事 業 者 が 果 た す

べ き 役 割 は 極 め て 重 大 で あ り 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 か ら 新 た に 産 業 廃 棄 物 管 理 票 交 付 等

状 況 報 告 書 の 提 出 義 務 化 が 排 出 事 業 者 に 課 せ ら れ て い る こ と か ら 、 今 後 も 行 政 と 排

出 事 業 者 が い か に 連 携 を 取 り 合 い 、 生 活 環 境 や 経 済 活 動 に 支 障 を き た さ な い よ う 適

正 処 理 を 推 進 し て い く こ と が 大 き な 課 題 と な っ て い る 。 廃 棄 物 に 係 わ る 私 た ち 一 人

ひ と り が 、 そ れ ぞ れ の 立 場 で 廃 棄 物 の あ り 方 を 考 え 、 各 々 の 役 割 を 果 た し て い く こ

と が 最 も 大 切 で あ る 。  
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２ 産業廃棄物処理業者の処理状況（令和４年度） 

品  目 
処分 

処分量（ｔ） 

 1 燃え殻 0 

 2 汚泥 22,417 

 3 廃油 1,623 

 4 廃酸 133 

 5 廃アルカリ  260 

 6 廃プラスチック類 51,650 

 7 紙くず 5,023 

 8 木くず 62,501 

 9 繊維くず 592 

10 動植物性残さ 315 

11 動物系固形不要物 0 

12 ゴムくず 2 

13 金属くず 16,027 

14 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 26,484 

15 鉱さい 16 

16 がれき類 250,906 

17 動物のふん尿 0 

18 動物の死体 0 

19 ばいじん 0 

20 その他 3,248 

   特別管理産業廃棄物（感染性） 18 

   特別管理産業廃棄物（その他） 26 

計 441,241 

令和４年度の処理状況については、産業廃棄物処理業者からの実績報告によると、市内処分業

者によって処分された量は441,241トンであり、前年比約29％減となっている。 

廃棄物の処理については、排出事業者の意識も高まっているが、今後とも長崎県、佐世保市と

連携を図りながら、産業廃棄物の適正処理について指導・啓発を行うとともに、産業廃棄物処理

施設の整備に向けて努力する必要がある。 

なお、廃棄物処理法の改正（平成２３年４月１日施行）により、本市の（特別管理）産業廃棄

物収集運搬業者の許可事務の多くが長崎県に合理化されたため、市内処分業者によって処分され

た量のみの報告となった。 
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３ 産業廃棄物処理業者許可状況 

(1) 本市における産業廃棄物処理業者許可状況 

（令和５年 ３月３１日現在） 

  

  市内 市外 合計 

収集運搬 ５１（６） １５（５） ６６（１１） 

中間処理 ３９（２） １６（１） ５５（３） 

最終処分 １（０） ０（０） １（０） 

中間処理・最終処分 ２（０） １（０） ３（０） 

計 ９０（８） ３１（６） １２１（１３） 

＊ （  ） は 内 書 き で 、 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 数 で あ る 。  

 

 

(2) 本市における産業廃棄物処理施設設置状況 

                     （令和５年 ３月３１日現在） 

施設の種類 施設数 施設の種類 施設数 

汚泥の脱水施設 ８ 汚泥のコンクリート固化施設 ０ 

汚泥の乾燥施設 ２ 
汚泥等に含まれるシアン化合物の分

解施設 
０ 

汚泥の焼却施設 １ 廃ＰＣＢ等の焼却施設 ０ 

廃油の油水分離施設 ０ 廃ＰＣＢ等の分解施設 ０ 

廃油の焼却施設  １ ＰＣＢ汚染物等の洗浄又は分離施設 ０ 

廃酸・廃アルカリ中和施設 ２ その他の焼却施設 ０ 

廃プラスチック類破砕施設 １３ 最終処分場（安定型） ６ 

廃プラスチック類焼却施設 ２ 最終処分場（管理型） ２ 

木くず又はがれき類の破砕施設 ５６ 最終処分場（遮断型） ０ 

 合 計  ９１ 

＊ 施 設 数 は 法 施 行 令 第 ７ 条 該 当 施 設 の 数 （ 移 動 式 を 含 む ） を 記 載 。  

事業所所在地 

業 種 
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